
警察公論第 81 巻第 2 号付録「ガツン系法学 SA2026」お詫びと訂正 
 
本書の下記の箇所に誤りがありました。以下のとおり訂正し、深くお詫びいたします。 

 

P15 憲法 03 国会 
解説文に誤り 
誤 (3) 衆議院が解散されたときは……その効力は無効となる（同条 3項）。 

正 (3) 衆議院が解散されたときは……その効力は無効となる（憲法 54条 3項） 

 
P24 刑法 01 不作為犯 
解説文に誤り 
誤 (5)× 「甲女は傷害致死罪の幇助犯の刑責を負うことはない」は誤り。……心理

的幇助により、幇助犯は成立し得る。 
正 (5)× 「甲女は傷害致死罪の幇助犯の刑責を負うことはない」は誤り。……不作

為の幇助により、幇助犯は成立し得る。 
 

以上 


